
 （829） 平成 23 年１月 18 日 岐  阜  県  公  報 第 2 2 1 7 号 

 

 

       
 
 
 
 

目 
 
 
 
 

次 

 
 
 
 
 
 

告 
 
 
 

示 

○
飛
騨
市
の
区
域
内
の
字
の
区
域
変
更 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
市 

町 

村 

課
）
八
二
八 

 
 
 
 
 
 

監
査
委
員
告
示 

○
財
政
的
援
助
団
体
等
監
査
の
結
果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
監 

査 

委 

員
）
八
三
一 

 
 
 
 
 
 

公 
 
 
 

示 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件 

 
 
 
 
 
 
 

（
商

業

流

通

課
）
八
三
三 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

 
 
 
 
 
 

（
都

市

政

策

課
）
八
三
三 

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
西
濃
農
林
事
務
所
）
八
三
六 

 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 

誤 

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
中
訂
正 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
西
濃
農
林
事
務
所
）
八
三
八 

          

  
 

第

二

千

二

百

十

七

号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
火
曜
日
） 

 
 

平

成

二

十

三

年

一

月

十

八

日 
  
 
 
 
 
 

告 
 
 
 

示 

岐
阜
県
告
示
第
二
十
五
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
飛
騨

市
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
変
更
し
た
旨
飛
騨
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
地
番
等
は
掲

示
場
に
掲
示
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

こ
の
処
分
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

掲

示

場 

県
庁
及
び
飛
騨
市
役
所 

二 

掲

示

物 
字
界
変
更
調
書 

そ
の
他
必
要
な
書
類 

三 

掲
示
期
間 
平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日
か
ら 

 
ペ
ー
ジ 

岐 

阜 

県 

公 

報 
 
 
 
 
 

毎
週 

 
 
 
 
 
 
 

発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

火
曜
日 

金
曜
日 

(
 

)
 

休
日
に
当
た
る 

と
き
は
翌
日 

(
 

)
 

河
合
町
元
田
字
さ 

が
志 

河
合
町
元
田
字
千 

島 河
合
町
元
田
字
千 

島
尾 

河
合
町
元
田
字
中 

之
瀬
向 

新
た
に
画
す
る
字 

河
合
町
元
田
字
ま
が
り
の
一
部 

河
合
町
元
田
字
千
島
平
の
一
部 

河
合
町
上
ケ
島
字
や
せ
を
の
全
部
、
河
合
町
元
田
字
シ
ナ
ノ
保
木
向
の

全
部 

河
合
町
新
名
字
長
老
頭
の
全
部
、
河
合
町
上
ケ
島
字
長
老
頭
の
全
部
、

字
中
ノ
瀬
向
の
全
部 

新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
に
含
ま
れ
る
従
前
の
字 



 第 2 2 1 7 号  岐  阜  県  公  報  平成 23 年１月 18 日  （830） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

同 
 
 
 

年
二
月
八
日
ま
で 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
二
十
六
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
飛
騨

市
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
変
更
し
た
旨
飛
騨
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
地
番
等
は
掲

示
場
に
掲
示
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

こ
の
処
分
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

掲 

示 

場 

県
庁
及
び
飛
騨
市
役
所 

二 

掲 

示 

物 

字
界
変
更
調
書 

そ
の
他
必
要
な
書
類 

三 

掲
示
期
間 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 

同 
 
 
 

年
二
月
八
日
ま
で 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
二
十
七
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
飛
騨

市
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
変
更
し
た
旨
飛
騨
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
地
番
等
は
掲

示
場
に
掲
示
す
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

こ
の
処
分
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

掲 

示 

場 

県
庁
及
び
飛
騨
市
役
所 

二 

掲 

示 

物 

字
界
変
更
調
書 

そ
の
他
必
要
な
書
類 

三 

掲
示
期
間 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 

同 
 
 
 

年
二
月
八
日
ま
で 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
二
十
八
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
飛
騨

市
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
変
更
し
た
旨
飛
騨
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
地
番
等
は
掲

示
場
に
掲
示
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

河
合
町
大
谷
字
向 

垣
内 

河
合
町
大
谷
字
大 

栃
沼 

河
合
町
大
谷
字
深 

谷 河
合
町
大
谷
字
細 

畑 河
合
町
大
谷
字
か 

り
や
す 

河
合
町
大
谷
字
細 

谷 河
合
町
大
谷
字
栃 

さ
こ 

新
た
に
画
す
る
字 

河
合
町
大
谷
字
前
平
の
全
部 

河
合
町
大
谷
字
上
川
向
の
一
部 

河
合
町
大
谷
字
下
川
向
の
一
部 

河
合
町
大
谷
字
深
谷
の
一
部 

河
合
町
大
谷
字
あ
だ
の
が
い
と
の
一
部
、
字
長
さ
こ
の
全
部
、
字
清
水

平
の
一
部
、
字
深
谷
の
一
部 

河
合
町
大
谷
字
細
谷
口
の
一
部
、
字
高
畑
の
一
部 

河
合
町
大
谷
字
細
谷
の
一
部
、
字
細
谷
口
の
一
部
、
字
高
畑
の
一
部
、

字
大
栃
沼
の
一
部
、
字
上
川
向
の
一
部
、
字
あ
だ
の
が
い
と
の
一
部 

新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
に
含
ま
れ
る
従
前
の
字 

宮
川
町
打
保
字
ツ

ベ
タ
谷 

新
た
に
画
す
る
字 

宮
川
町
打
保
字
清
水
平
の
一
部 

新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
に
含
ま
れ
る
従
前
の
字 

神
岡
町
吉
田
字
菅

沢
上 

神
岡
町
吉
田
字
大

サ
コ 

神
岡
町
吉
田
字
中

田
洞 

神
岡
町
吉
田
字
森

ノ
上 

新
た
に
画
す
る
字 

神
岡
町
吉
田
字
山
口
の
一
部
、
字
荒
木
谷
の
一
部 

神
岡
町
吉
田
字
上
ノ
垣
内
の
一
部 

神
岡
町
吉
田
字
つ
か
田
の
一
部
、
字
西
垣
内
の
一
部 

神
岡
町
吉
田
字
向
畑
の
一
部 

新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
に
含
ま
れ
る
従
前
の
字 

 



 （831） 平成 23 年１月 18 日 岐  阜  県  公  報 第 2 2 1 7 号 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

こ
の
処
分
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

掲 

示 

場 

県
庁
及
び
飛
騨
市
役
所 

二 

掲 

示 

物 

字
界
変
更
調
書 

そ
の
他
必
要
な
書
類 

三 

掲
示
期
間 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 

同 
 
 
 

年
二
月
八
日
ま
で 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
二
十
九
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
飛
騨

市
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
変
更
し
た
旨
飛
騨
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
地
番
等
は
掲

示
場
に
掲
示
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

こ
の
処
分
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

掲 

示 

場 

県
庁
及
び
飛
騨
市
役
所 

二 

掲 

示 

物 

字
界
変
更
調
書 

そ
の
他
必
要
な
書
類 

三 

掲
示
期
間 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 

同 
 
 
 

年
二
月
八
日
ま
で 

    
 
 
 
 
 

監
査
委
員
告
示 

岐
阜
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二

十
二
年
十
二
月
二
十
七
日
に
執
行
し
た
財
政
的
援
助
団
体
等
監
査
の
結
果
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
監
査
委
員 

伊 
 

藤 
 

正 
 

博 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
監
査
委
員 

矢 
 

島 
 

成 
 

剛 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
監
査
委
員 

帆 
 

刈 
 

信 
 

一 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
監
査
委
員 

水 
 

谷 
 

雄 
 

二 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
監
査
委
員 

神 
 

戸 
 

正 
 

雄 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

神
岡
町
吉
田
字
菅

沢
上 

神
岡
町
吉
田
字
大

サ
コ 

神
岡
町
吉
田
字
中

田
洞 

神
岡
町
吉
田
字
山
口
の
一
部
、
字
荒
木
谷
の
一
部 

神
岡
町
吉
田
字
上
ノ
垣
内
の
一
部 

神
岡
町
吉
田
字
つ
か
田
の
一
部
、
字
西
垣
内
の
一
部 

神
岡
町
山
田
字
宮

ケ
洞 

神
岡
町
山
田
字
ト

コ
ナ
ベ 

新
た
に
画
す
る
字 

神
岡
町
山
田
字
宮
ノ
洞
の
一
部
、
字
山
本
の
一
部 

神
岡
町
山
田
字
上
田
の
一
部 

新
た
に
画
す
る
字
の
区
域
に
含
ま
れ
る
従
前
の
字 

補
助
金
等
交
付
団
体
 

区
 
 
 
 
 
 
分
 

11
 

監
査
実
施
 

団
体

数
 

1
 

 

0
 

指
摘
事
項
 

1
 

指
導
事
項
 

監
査
結
果
件
数
 

0
 

所
管

機
関

 

指
摘
事
項
等
 

第
１
 
監
査
実
施
団
体
数
 

第
２
 
監
査
結
果
 

 
監
査
の
結
果
、
１
団
体
に
お
い
て
、
１
件
の
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
。
 

 
 
補
助
金
等
交
付
団
体
 

平
成

22年
12月

27日
 

実
施
年
月
日
 

岐
阜

県
私

立
高

等

学
校

等
授

業
料

軽

減
補
助
金
 

岐
阜
県
私
立
学
校
 

教
育
振
興
費
補
助
 

金
 

補
助
金
等
の
名
称
 

 学
校
法
人
佐
々
 

木
学
園
 

 

実
施
団
体
名
 

 な
し
 

  

 

 

指
摘
事
項
 

 な
し
 

  指
導
事
項
 

 

 



 第 2 2 1 7 号  岐  阜  県  公  報  平成 23 年１月 18 日  （832） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

                    

 平
成
22年

12月
27日

 

実
施
年
月
日
 

へ
き

地
医

療
拠

点

病
院

運
営

費
補

助

岐
阜
県
看
護
師
等
 

養
成
所
運
営
費
補
 

助
金
 

岐
阜
県
看
護
師
等
 

養
成
所
運
営
費
補
 

助
金
 

岐
阜
県
私
立
専
修
 

学
校
及
び
各
種
学
 

校
教
育
振
興
費
補
 

助
金
 

岐
阜
県
結
核
予
防
 

費
補
助
金
 

岐
阜
県
私
立
高
等
 

学
校
等
授
業
料
軽
 

減
補
助
金
 

岐
阜
県
私
立
学
校
 

教
育
振
興
費
補
助
 

金
 

岐
阜
県
結
核
予
防
 

費
補
助
金
 

岐
阜
県
私
立
高
等
 

学
校
等
授
業
料
軽
 

減
補
助
金
 

岐
阜
県
私
立
学
校
 

教
育
振
興
費
補
助
 

金
 

岐
阜
県
私
立
学
校
 

耐
震
整
備
事
業
費
 

補
助
金
 

岐
阜
県
私
立
高
等
 

学
校
交
通
遺
児
等
 

授
業
料
軽
減
補
助
 

金
 

岐
阜
県
私
立
高
等
 

学
校
等
授
業
料
軽
 

減
補
助
金
 

岐
阜

県
私

立
学

校

教
育

振
興

費
補

助

金
 

補
助
金
等
の
名
称
 

岐
阜
県
厚
生
農

 
業
協
同
組
合
連

 
合
会
 

 学
校
法
人
誠
広

 
学
園

 
   学

校
法
人
帝
京

 
大
学

 
  学

校
法
人
美
濃

 
加
茂
学
園

 
 学

校
法

人
佐

々

木
学
園
 

実
施
団
体
名
 

 な
し
 

  

な
し
 

  

な
し
 

   

な
し
 

 

な
し
 

  

な
し
 

  

な
し
 

 

な
し
 

  

な
し
 

  

な
し
 

  

な
し
 

   

な
し
 

  

な
し
 

 

             

指
摘
事
項
 

 な
し
 

  な
し
 

  な
し
 

   な
し
 

 な
し
 

  な
し
 

  な
し
 

 な
し
 

  な
し
 

  な
し
 

  な
し
 

   な
し
 

  

な
し
 

指
導
事
項
 

岐
阜
県
市
町
村
緊
 

急
雇
用
創
出
事
業
 

臨
時
特
例
基
金
事
 

業
費
補
助
金
 

「
飛
騨
牛
」
輸
出
 

施
設
緊
急
整
備
事
 

業
費
補
助
金
 

岐
阜
県
商
工
会
及
 

び
商
工
会
議
所
補
 

助
金
 

岐
阜
県
商
工
会
及
 

び
商
工
会
議
所
補
 

助
金
 

岐
阜
県
商
工
会
及
 

び
商
工
会
議
所
補
 

助
金
 

岐
阜
県
保
健
体
育
 

等
振
興
補
助
金
 

 岐
阜
県
新
型
イ
ン
 

フ
ル
エ
ン
ザ
患
者
 

入
院
医
療
機
関
設
 

備
整
備
費
補
助
金
 

が
ん
診
療
施
設
設
 

備
整
備
事
業
費
補
 

助
金
 

医
学
的
リ
ハ
ビ
リ
 

テ
ー
シ
ョ
ン
施
設
 

等
設
備
整
備
費
補
 

助
金
 

へ
き
地
医
療
拠
点
 

病
院
運
営
費
補
助
 

金
 

養
成

所
運

営
費

補

助
金
 

各
務
原
市

 
   飛

騨
ミ
ー
ト
農

 
業
協
同
組
合
連

 
合
会
 

美
濃
加
茂
商
工

 
会
議
所

 
 萩

原
町
商
工
会
 

  土
岐
商
工
会
議

 
所
 

全
国
高
等
学
校

 
選
抜
ス
キ
ー
大

 
会
実
行
委
員
会
 

   業
協

同
組

合
連

合
会
 

な
し
 

   

な
し
 

  

な
し
 

  

な
し
 

  

な
し
 

  

な
し
 

  

な
し
 

   

な
し
 

  

な
し
 

   

な
し
 

  

な
し
 

           

な
し
 

   な
し
 

  な
し
 

  な
し
 

  １
件
 

  な
し
 

  な
し
 

   な
し
 

  な
し
 

   な
し
 

  

な
し
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公 
 
 
 

示 

 
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
届
出
書
等
は
平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通

課
及
び
中
濃
振
興
局
中
濃
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

届
出
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日 

二 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 
 

株
式
会
社
ギ
ガ
ス 

三 

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

（
仮
称
）
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
関
店 

 
 

関
市
倉
知
字
寺
前
六
一
三
番 

外 

四 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
八
日 

五 

店
舗
面
積 

 
 

三
、
五
七
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

六 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

 
 

一
七
〇
台 

七 

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積 

 
 

三
四
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

 

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

岐
阜
市 

二 

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
岐
阜
市
真
砂
町
、
千
石
町
、
梅
ヶ
枝
町
、
梅
河
町
、
八
ツ
梅
町
、
菅
原
町
、
若
宮
町
及
び

本
郷
町
の
一
部
（
駅
北
Ⅲ
第
二
調
査
区
） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
岐
阜
市
（
真
砂
町
、
千
石
町
、
梅
ヶ
枝
町
、
梅
河
町
、
八
ツ
梅
町
、
菅
原
町
、
若
宮
町
及

び
本
郷
町
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
岐
阜
市
（
真
砂
町
、
千
石
町
、
梅
ヶ
枝
町
、
梅
河
町
、
八
ツ
梅
町
、
菅
原
町
、
若
宮
町
及

び
本
郷
町
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

 

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

岐
阜
市 

二 

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
岐
阜
市
栗
矢
田
町
、
老
松
町
及
び
天
王
町
の
全
部
並
び
に
元
町
、
元
住
町
、
高
森
町
、
溝

 
 
 
 
 
 

公 
 
 
 

示 
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旗
町
、
東
金
宝
町
、
竜
田
町
、
白
山
町
、
長
旗
町
、
長
住
町
及
び
清
住
町
の
一
部
（
駅
北
Ⅳ
第
二
調

査
区
） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
岐
阜
市
（
栗
矢
田
町
、
老
松
町
及
び
天
王
町
の
全
部
並
び
に
元
町
、
元
住
町
、
高
森
町
、

溝
旗
町
、
東
金
宝
町
、
竜
田
町
、
白
山
町
、
長
旗
町
、
長
住
町
及
び
清
住
町
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
岐
阜
市
（
栗
矢
田
町
、
老
松
町
及
び
天
王
町
の
全
部
並
び
に
元
町
、
元
住
町
、
高
森
町
、

溝
旗
町
、
東
金
宝
町
、
竜
田
町
、
白
山
町
、
長
旗
町
、
長
住
町
及
び
清
住
町
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

 

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

土
岐
市 

二 

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
土
岐
市
妻
木
町
及
び
下
石
町
の
一
部
（
妻
木
西
山
） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
土
岐
市
（
妻
木
町
及
び
下
石
町
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
土
岐
市
（
妻
木
町
及
び
下
石
町
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

 

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

土
岐
市 

二 

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
土
岐
市
駄
知
町
の
一
部
（
駄
知
第
３
） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
土
岐
市
（
駄
知
町
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
土
岐
市
（
駄
知
町
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

 

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

飛
騨
市 

二 

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
飛
騨
市
河
合
町
元
田
、
上
ヶ
島
及
び
新
名
の
一
部
（
元
田
（
Ⅴ
）） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度 
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四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
飛
騨
市
（
河
合
町
元
田
、
上
ケ
島
及
び
新
名
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
飛
騨
市
（
河
合
町
元
田
、
上
ケ
島
及
び
新
名
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

 

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

飛
騨
市 

二 

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
飛
騨
市
河
合
町
大
谷
の
一
部
（
大
谷
（
Ⅰ
）） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
飛
騨
市
（
河
合
町
大
谷
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
飛
騨
市
（
河
合
町
大
谷
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

 

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

飛
騨
市 

二 

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
飛
騨
市
宮
川
町
打
保
の
一
部
（
打
保
（
Ⅳ
）） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
飛
騨
市
（
宮
川
町
打
保
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
飛
騨
市
（
宮
川
町
打
保
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

 

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

飛
騨
市 

二 

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
飛
騨
市
宮
川
町
打
保
の
一
部
（
打
保
（
Ⅴ
）） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
飛
騨
市
（
宮
川
町
打
保
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
飛
騨
市
（
宮
川
町
打
保
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 
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○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

 

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

飛
騨
市 

二 

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
飛
騨
市
神
岡
町
吉
田
の
一
部
（
吉
田
（
Ⅰ
）） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
飛
騨
市
（
神
岡
町
吉
田
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
飛
騨
市
（
神
岡
町
吉
田
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

 

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

飛
騨
市 

二  

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
飛
騨
市
神
岡
町
山
田
の
一
部
（
山
田
（
Ⅰ
）） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
飛
騨
市
（
神
岡
町
山
田
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
飛
騨
市
（
神
岡
町
山
田
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証 

  

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

 
 

下
呂
市 

二 

調
査
を
行
っ
た
地
域 

 
 

岐
阜
県
下
呂
市
御
厩
野
の
一
部
（
御
厩
野
４
） 

三 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

 
 

平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度 

四 

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称 

 
 

岐
阜
県
下
呂
市
（
御
厩
野
の
一
部
）
の
地
籍
図 

 
 

岐
阜
県
下
呂
市
（
御
厩
野
の
一
部
）
の
地
籍
簿 

五 

認
証
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 
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岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 

退
任
し
た
役
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

就
任
し
た
役
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日 

                

神
戸
町
南 

部
土
地
改 

良
区 

土 
 

地 

改
良
区
名 

                

平
成 

二
二
・
一
二
・ 
七 

退 
 

任 
年

月

日 

同 同 監
事 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 理
事 

役
名 

水 

野 

和 

義 

竹 

中 
 
 
 
 

大 

場 

義 

照 

髙 

橋  

和 

久 

大 

場 

俊 

夫 

増 

田 
 
 

弘 

馬 

渕 

利 

美 

石 

﨑 

隆 

博 

林 
 
 

正 

一 

飯 

田 

七 

郎 

馬 

淵 

勝 

美 

名 

和  

一 

美 

川 

瀬 

正 
則 

日
比
野 
一 

雄 

野 
村 

 
 

守 

 
 

田 

貞 

男 

鈴 

木 

幸 

雄 

清 

水 
 
 

正 

氏 
 
 
 
 

名 

同 
 
 
 
 

大
字
西
保 

一
六
二
八
番
地 

同 
 
 
 
 

大
字
加
納 

 

一
七
四
番
地 

同 
 
 
 
 

大
字
和
泉 

 

七
九
二
番
地 

同 
 
 
 
 

大
字
更
屋
敷
六
八
○
番
地
の
一 

安
八
郡
神
戸
町
大
字
和
泉 

 

八
三
五
番
地 

大
垣
市
草
道
島
町 

 
 
 
 

七
二
四
番
地 

同 
 
 
 
 

大
字
八
条 

 
 

三
七
番
地 

同 
 
 
 
 

大
字
下
宮 

一
八
○
一
番
地 

同 
 
 
 
 

大
字
更
屋
敷
三
九
○
番
地
の
二 

同 
 
 
 
 

大
字
西
保 

 

九
一
六
番
地 

同 
 
 
 
 

大
字
南
方
一
○
二
三
番
地
の
二 

同 
 
 
 
 

大
字
加
納 

 
 

七
二
番
地 

同 
 
 
 
 

大
字
瀨
古 
 

二
七
七
番
地 

同 
 
 
 
 

大
字
中
沢
六
二
三
番
地
の
二 

同 
 
 
 
 

大
字
西
保
一
六
一
六
番
地
の
一 

同 
 
 
 
 

大
字
瀨
古
二
五
七
番
地
の
一 

同 
 
 
 
 

大
字
前
田 

 

一
一
三
番
地 

安
八
郡
神
戸
町
大
字
南
方 

 

一
五
九
番
地 

住 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所 

                

神
戸
町
南 

部
土
地
改 

良
区 

土 
 

地 

改
良
区
名 

                

平
成 

二
二
・
一
二
・ 

八 

就 
 

任 

年

月

日 

同 同 監
事 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 理
事 

役
名 

大 

場 

尊 

美 

水 

野 

和 

義 

竹 

中 
 
 
 

 

傍 

島 

孝 

雄 

髙 

橋 

和 

久 

清 

水 

勝 

行 

傍 

島   
  

一 

大 

場  

俊 

夫 

清 

水 

孝 

朔 

布 

施 

豪 

信 

増 

田 
 
 

弘 

坪 

井  

正 

和 

石 

﨑 

隆 

博 

飯 

田 

七 

郎 

林 
 
 

正 

一 

馬 

淵 

勝 

美 

清 

水 
 
 

正 

鈴 

木 
 
 

勲 

氏 
 
 
 
 

名 

同 
 
 
 
 

大
字
和
泉 

七
九
三
番
地
の
二 

同 
 
 
 
 

大
字
西
保 

一
六
二
八
番
地 

同 
 
 
 
 

大
字
加
納 

 

一
七
四
番
地 

同 
 
 
 
 

大
字
瀨
古 

 

一
九
九
番
地 

同 
 
 
 
 

大
字
更
屋
敷
六
八
○
番
地
の
一 

同 
 
 
 
 

大
字
西
保 

一
五
八
三
番
地 

同 
 
 
 
 

大
字
瀨
古 

 

二
九
六
番
地 

同 
 
 
 
 

大
字
和
泉 

 

八
三
五
番
地 

同 
 
 
 
 

大
字
八
条 

九
三
番
地
の
一 

安
八
郡
神
戸
町
大
字
加
納 

 

二
六
五
番
地 

大
垣
市
草
道
島
町 

 
 
 
 

七
二
四
番
地 

同 
 
 
 
 

大
字
中
沢 

三
二
九
番
地
の
一 

同 
 
 
 
 

大
字
下
宮 

一
八
○
一
番
地 

同 
 
 
 
 

大
字
西
保 

 

九
一
六
番
地 

安
八
郡
神
戸
町
大
字
更
屋
敷
三
九
○
番
地
の
二 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
○
二
三
番
地
の
二 

安
八
郡
神
戸
町
大
字
南
方 

 

一
五
九
番
地 

安
八
郡
神
戸
町
大
字
前
田 

九
八
番
地
の
一 

住 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所 

 

神
戸
町
南 

部
土
地
改 

良
区 

土 
 

地 

改
良
区
名 

 

平
成 

二
二
・
一
二
・ 

八 

就 
 

任 

年

月

日 

同 同 理
事 

役
名 

馬 

淵 

勝 

美 

清 

水 
 
 

正 

鈴 

木 
 
 

勲 

氏 
 
 
 
 

名 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
○
二
三
番
地
の
二 

安
八
郡
神
戸
町
大
字
南
方 

 

一
五
九
番
地 

安
八
郡
神
戸
町
大
字
前
田 

九
八
番
地
の
一 

住 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所 
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岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号 
 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
八
日
発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

者 
 
 

岐 
 
 
 
 

阜 
 
 
 
 

県 
 
 
 
 
 
 
 
 

編 
 

集 
 
 

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
一 

 

ブ
イ
・
ア
ー
ル
・
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

所 
 
 

岐 
 
 

阜 
 
 

県 
 
 

庁 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 

退
任
し
た
役
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

就
任
し
た
役
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
正 

 
 

誤 

 

（
原
稿
誤
り
） 

 

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日
第
二
千
八
号 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
八
三
八
頁
上
段
後

か
ら
四
行
目
中
「
種 

田 

伸 

二
」
は
、「
飯 

田 

伸 

二
」
の
誤
り
。 

 

              

五
三
土
地 

改
良
区 

土 
 

地 

改
良
区
名 

平
成 

二
二
・ 

四
・
一
八 

退 
 

任 
年

月

日 

監
事 

 

役
名 

西 
 
 
 
 

章 
 

氏 
 
 
 
 

名 

養
老
町
根
古
地 

 
 
 
 
 

八
八
二
番
地 

住 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所 

五
三
土
地 

改
良
区 

土 
 

地 

改
良
区
名 

平
成 

二
○
・
一
一
・
二
八 

就 
 

任 

年

月

日 

理
事 

役
名 

種 
田 

敏 

治 

氏 
 
 
 
 

名 

養
老
町
根
古
地 

 
 
 
 

四
八
一
番
地
一 

住 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所 

 


